
 

 

 

 

 

 

 

 

 

多摩市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例 

（平成１８年条例第３１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

逐条解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多摩市 都市環境部 都市計画課 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

（目的） 
第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。） 
第５０条及び第５２条第５項の規定に基づき、斜面地における建築物の構造に関する 
制限及び同条第３項の地盤面を定めることにより、斜面地及びその周辺地域における 
良好な居住環境の確保と調和のとれた土地利用を図ることを目的とする。 

 

 

（解説） 

平成６年（住宅地下室の容積緩和）、平成９年（共同住宅の共用廊下等の容積不算入）

の建築基準法の改正により、低容積率の指定がされている地域に斜面地を利用した高容

積率の集合住宅が建設され、斜面地を抱える各市で多くの問題を引き起こしている。多

摩市においては、多摩丘陵の貴重な緑を保有する斜面地が一団をなしているものの、開

発が行われる可能性がある民有地が点在している。 

平成１７年６月の建築基準法の改正により住宅地下室の容積算定に関わる地盤面の位

置について、市の条例で定めることが可能となったことから、本条例により、斜面地での

容積率緩和を抑制し、平坦地と同規模とすること、また、併せて階数を制限することによ

り、良好な住環境の確保と周辺環境との調和を図るものである。 

建築基準法第５０条及び第５２条第５項の規定に基づき、斜面地における建築物の構

造に関する制限及び同条第３項の地盤面を定めることにより、斜面地及びその周辺地域

における良好な居住環境の確保と調和のとれた土地利用を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 
第２条 この条例において「斜面地建築物」とは、周囲の地面と接する位置の高低差が 
３メートルを超える３戸以上の共同住宅又は住戸の数が３以上の長屋の用途に供する 
建築物で、当該用途に供する部分（当該建築物に附属する自動車車庫その他の専ら自 
動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分を含む。）を地階に有

するものをいう。 
２ 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び建築基準法 
施行令（昭和２５年政令第３３８号）において使用する用語の例による。 

 

 

（解説） 
１ 条例の適用となる対象建築物を「斜面地建築物」として定義したものです。３戸以上

の共同住宅及び住戸の数が３以上の長屋が対象となります。 
 
・「周囲の地面と接する位置の高低差が３メートルを超える」とは、建築基準法施行令

第２条第２項による平均地盤面が２つ以上発生する場合をいいます。 

 

 

 

 

（参考） 建築基準法施行令第２条第２項「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均

の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合において

は、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。（一部省略） 
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２ 建築基準法を根拠とした条例であることから、この条例で用いる用語は建築基準法

及び建築基準法施行令によることとなります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

（斜面地建築物の階数の限度） 
第３条 都市計画において法第５５条第１項に規定する建築物の高さの限度が１０メー

トルと定められた第一種低層住居専用地域内においては、斜面地建築物の見かけの階

数（斜面地建築物が周囲の地面と接する最も低い位置より上方の階数（その一部が当

該位置より下にある階を含む。）をいう。）は、４を超えてはならない。 
 

 

（解説） 
１ 階数の算定 

床面積算定部分の重なる部分の最大の階数を階数とする。 
 

● 床面積算定部分の重なりが生じない場合   ● 壁芯のずれにより床面積算定部分の

重なりが生じる場合 
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２ 見かけの階数 
階の全部又は、一部が地上に出ている階数をいいます。地階であっても、建築物が地面

と接する最も低い位置より上に天井面のある階は見かけの階数に算入されます。 
 
 
● 階数を異にする部分がない場合 
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● ひな壇状で階数を異にする部分がある場合 
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（適用区域内の適用建築物の地盤面） 
第４条 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用

地域、第一種住居地域、第二種住居地域の区域内における斜面地建築物に係る法第

５２条第３項の地盤面は、当該斜面地建築物が周囲の地面と接する最も低い位置から

高さ３メートルまでの平均の高さにおける水平面とする。 
 

 

（解説） 
１ 容積率算定の地盤面の規定は、住居系の用途地域（準住居地域を除く）の区域内

の３戸以上の共同住宅又は住戸の数が３以上の長屋に適用されます。指定する地盤

面の位置は、地面と接する最下位からの、３m ごとの平均地盤面のうち、最も低い

位置にある平均地盤面とします。 
 

【条例適用以前】                【条例適用後】 
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地下住宅の容積緩和が適用される部分 

 地下住宅の容積緩和が適用される部分 

 
条例により制限されることが予想される部分 

 

 

 

 

 

（参考） 建築基準法第５２条第３項  建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物

の地階でその天井が地盤面からの高さ 1 メートル以下にあるものの住宅の用に供する部分の

床面積は算入しない。（全体の床面積の１／３を限度） 



 

 

 

 
 
 

 （斜面地建築物が地域又は区域の内外にわたる場合の措置） 
第５条 斜面地建築物が第３条に規定する地域又は前条に規定する区域の内外にわた 

る場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「斜面地建築物」と

あるのは、「斜面地建築物の部分」とする。 
 

 
（解説） 

１ それぞれの地域又は地区ごとに階数、地盤面の指定を適用します。 
 階数制限なし 

地盤面指定あり

階数４以下 

階数制限なし 

地盤面指定なし 

階数制限あり 

地盤面指定あり 

準住居地域 

商業地域等 
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準住居を除く

第一種低層住居専用地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建替えに関する特例） 
第６条 この条例の施行又は適用の際現に存する斜面地建築物又は現に建築、大規模の

修繕若しくは大規模の模様替の工事中の斜面地建築物で、第３条の規定に適合せず、

若しくは適合しない部分を有するもの又は第４条の規定の適用により法第５２条第１

項、第２項若しくは第７項の規定に適合せず、若しくは適合しない部分を有するもの

（次条において「既存不適格の斜面地建築物」と総称する。）の建替えで、市長が周辺

における土地の利用状況等に照らして良好な居住環境を害するおそれがないと認めて

許可したものについては、第３条又は第４条の規定は、適用しない。 
 

（解説） 
既存不適格となる斜面地建築物について、個人の財産に及ぼす影響を考慮し、市長が

周辺の居住環境を害するおそれがないと認めて許可した場合には、建替えができること

としています。 



 

 

 

 

 

 

（既存不適格の斜面地建築物に対する制限の緩和） 
第７条 既存不適格の斜面地建築物又はその部分について規則で定める範囲内の増築、

改築、大規模 の修繕又は大規模の模様替をするときは、法第３条第３項第３号及び

第４号の規定にかかわらず、第３条又は第４条の規定は、適用しない。 
 

（解説） 
既存不適格の斜面地建築物又はその部分について、増築、改築、大規模の修繕又は大

規模の模様替を規則で定める範囲内で、認める措置を設けています。 

 

 

 

 

 

 

 （委任） 
第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 

（解説） 
この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（罰則） 
第９条 第３条に違反して建築がなされた場合における当該斜面地建築物の設計者（設

計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合に

おいては、当該斜面地建築物の工事施工者）は、５０万円以下の罰金に処する。 
２ 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるもので

あるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑

を科する。 

（解説） 
この条例の適正な運用を図るために、法第１０５条に基づく罰則を設け、対応を図る

こととしています。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 （両罰規定） 
第１０条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、前条第１項又は第２項の違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の刑を科する。 
 

（解説） 
この条例の適正な運用を図るために、法第１０５条に基づく罰則を設け、対応を図る

こととしています。 

 

 

 

 

 

   附 則 
 この条例は、平成１９年 ６月 １日から施行する。 
 

 

 

 


